
「

蔦，第／回日米文化教育会議の最終

コーミニニケ

／９６２丘:／月３／日（東荊

Ｉ会議の目的

／９６／年６月言ケネディ大統領と池田総

理大臣が行なった決定に従って、現在の交硫

活動を有効に推進し､強化する方ラ会

を探与？十る目的をもって．筆／回日

米文化教育会昌議が／９６２圧／月旦ｊ９

日から３／日董で外務省にきいて開催された。

本会議は友好的雰囲気の樫に行なわれ、両国

代表は、人物交流、図書お望び資料の交換諺

芸術の交流、日本および米国の地域研究およ

び語学教育、さらにこれらの活動を促進する

ための公私団体の問題について率直な討議を

行ない成果をあげた。」

両国代表団は、栢手国の知的成果と芸祷的

業績を更に深く理解することは両国にとって

有養であり、又双方○文化の独自性を認めぞ
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の保存に努めることは相互理解を深めるもの

であｐ、更に両国にとり共通の関心ある諸問

題について共同して研究にあたることは、相

互に利益のある結果をもたらすものであると

いうことを認めた。本会議は日米両国間の過

去／０年間にわたる交流の実質的な成果を評

価したばかりでなく、将来かかる交流をさら

に改善するための多くの方策があることを確

認した。両国政府がこれらの活動の多くに対

して指導と支持を与えることは必要であるが、

政府本来の役割は、これらの活動を統制する

ことではなく、促進せしめることにあり、こ

れらの活動は個人あるいは民間団体の最大限

の創意と自治とに委ねるべきものであること

に合意した。

次期会議

本会議は、文化及び教育の交流について将

来引続いて協議されることが両国にとり、大

きな価値をもつものであることに合意し、交
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流の進捗状況を検討し、新しい問題を探究し、

将来の必要と機会を評価するため、／９６３

年lにアメリカ合衆国において第２回会議を開

催することを勧告した。この間、両国政府に

対し、必要な場合には、特定問題はこれに即

した研究方法を発展せしめる臨時委員会の設

置を含め、第／回会謬の勧告を実現しうる範

囲内であらゆる措置をとるエワ希望された。

本会議の両惑長、森戸辰男学長お工びＨ・

ポートン学長と他の民間代表は、これら○機

関との連絡をとり、各自の専門分野において

助言を与える等、出来得る限りの援助を行な

うものとする。

､０

・０

人物の交流及び外国語教育の改善等に関し、

本会議と／９‘／年／６２月に開催された科学
．：

協力に関する日米委員会との間に共通の関心

が存することに留意すべきである。
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優先的.に措置を要する勧告

本会議は､その行なうすべての勧告が政府

及び民間の機関に主って検討されると｜とを希

望するとともに､成るべく早い機会において

実際的措置をとるため両国政府が下記の事項

にまず考慮を払うことを強く要請する。玄た

あらゆる分野における交流に関しては、量の

増加エリ質の改善に特別の注意を払うととも

に、卓越した能力を持ち将来相当期間にわﾌﾟ２

Ⅱ

b活躍が期待される青壮年に対して今後は一

層の重点をおくべきことが要請される。

勧告第一

文化及び教育の交流をはばむ最も大きな

瞳害は言語の障壁であることを認識して、

本会議は両国政府が関係団体と専門家の協

力を得て極めて重要なこの言語教育の問題

解決に集中的努力を注ぐことを要請する。

解決の方法としては次の二方法があげられ

ｊるっ
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Ⅱ米国人に対する日本語教育と日本人に

対する英語教育の改善のために共同して

行なわれる主要な試みについて勧告を与

える日米委員会を組織すること。

(ﾛ）日本語方主び英語の教授と学習を能率

的～効果的に行なうために‐科学．技術

の近代的学術研究成果を最大限に応用す

る方法を検討する主要研究計画を開始す

ること。

－－■・■ｏ

勧告第２

両国('てとり共通ｒjご関心の存する堂術的沿

工び非学術的問雲、例えば日本研究、アメ

リカ研究、アジア研究等における特殊部面一

大学における一般教育課程の問題一両国文

化に及ぼすマス・メディアの影響一現代ジ

ャーナリズムの問題と技術等に関する、共

同研究の努力と二国間又は多数国間におけ

るセミナーを一層奨励すべきである。
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勧告第３

公的団体と私的団体の間には活動領域の

分担が明瞭にされるべきである。また国際

間の文化および教育の交流を促進するため

には現存する組織の能力が強化され、十分

に活用されなければならない。日米両国に

おいてその計画を援助するための民間資金

の獲得に役立つような機会が更に醸成され

そのための助成策が強化されなければなら

ない｡教育および文化の交流を援助強化す

るため､新しい型の.２国間の機寓を創設す

る必要を考慮すべきである。この機構につ

いては政府の援助が効果的に与えられるこ

とが望蚕しいが､その活動については自由

で自主的なことを建前とする。

勧告第４上

芸術の交流においては質の高い教育一。文

化テレビ番組、両国の大学間における才能

ある若い舞台芸術家クループ、小都市にお



ける，｣､親.模で高級な展覧会開催と舞台芸術

家クループ、長期間にわたって相手国で活

動できる創造的才能をもつ完成した芸術家

および将来性ある若い芸術家一ならびに初

等お主び中等教育の芸術担当専門家の交流

が更に強調さるべきである。

勧告第と

両国において交換される堂生の受入国に

おける研修期間が、学術上お主び人間形成

上極めて豊かな経験となる主うに＿これら

の生生に対するカウンセ」ンク、オリエン

テーション‐語学研修およびその他戸重要な

事業が適切に改善されるべきである。

勧告第６

翻訳一文献の要約および二国間共同作業

ならびに出版を増加して．日本人の思想お

主び学術研究成果を一層効果的にアメリカ

ザ合衆国に紹介しうるよう改善すぺきである。
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人物交流

すべて文化の発展は創造力に富む個人に

主るところが大きく、個人の経験があって、

はじめて国際間の文化交流か豊かな国民生

活を産み出すのである。従って、人物交流一

は本会議が検討したすべての議_題にとって

非常に重髪である。

人物交流はそれ自体が目的では左いとと

が強調されるべきである。名だの人物交流

の目的が明瞭でなければならない。広くい

って人物交流には、（〃日米両国間の理解の

橋を拡げること、②建築、絵画、そ、他の

芸術の分野において日本からの影響によっ

て米国文化が豊かにたったエウに、各友の

文化をさらに豊かにし、かつ、強化するこ

と、Ｂ)－国②学者をして他国の独自の亥化

に触れさせることにエリ、聰明かつ有能な

人間を育て.上げること、㈹両国から才能あ

八
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ろ人物を集め、その協力により共通の基本

的問題Ｑ解決にあたること、の＃つの大き

な目的がある。

本会議は、人物交流に携わるすべての機

関が今後質の向上に特に重点をおくぺきこ

とに合意した。この目的を達成する一つの

方法としては奨学金の対象となる人友の選考

にあたって、優れた潜在能力と若さの点を

更に重視すべきことがあげられる。創造力

ある芸術家、日本の私立大学の教授壺一般

教育担当教授、新聞の編集責任者、更に婦

人、青年、および労働団体の指導者のよう

な人々、ならびに、従来比較的軽視されて

来た社会科学と人文科学の分野の問題に対

してはより多くの注意が向けられなければ

たらない。留学生その他○人々の受入れ国

における経験を効果あらしめるためには語

学の理解力、カウンセリング、計画の作成

等の問題に、より以上の窪意を向ける必要

I
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がある。．更に、例えば、真に両国相互間に

関心のある分野における共同研究の如きも

の、．すなわち、日本研究、米国研究又はア

ジア研究の特殊部門、大学における一般教

育課程の問題、国民文化に及ぼすマス．メ

ディアの影響、又は国民文化に関する問題

と技術等についての共同研究の如き比較的

新しい型の交流が拡大されるぺきであろう。

ユ図書・資料の交換

印刷された言葉は．意思の疎通を持続す

るための基礎的手段である。それは、映画、

ラジオお主びテレビジョンの如き新しい手

段に主って相当に補足されてはいるが、決

して代替されるものではない。交換される

資料の質方主び量の両面花おいて改善をは

かること、また、英訳のヨ本の出版物はは

なはだ少ないので、均衝をとるよう努める

ことが重畳である己現存する機関又側:新し

く設置される機関のいずれかにエリ次の３

｝
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つの事項について十分検討がたされ、適切

左･措置が.とられることが望ましい。第／は

販売又は寄贈に主って交流する印刷物を質

量ともに増加．するとと歪ある。日米両国の

大学出版部間の協力が奨励さるぺきであり、

また、相手国の読者のため、図書の出版と

●
●
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及に関する特別な問題につその効･果的な 普

きう考慮を払うべきである。第２は相手国の

言葉で妥約又は翻訳された広範囲にわたる

重要資料を入手しうる主うにすることであ

る。出版物を翻訳、左いし、髪訳するため

のみ左らず､鎧高レベルの文化的所産および鐙高レベル

の掌術的著述を窺わす映画､スライドミテープ轡マイクロフィ

ルムおよびその他の資料を最大限に流通さ

せるための新しい磯構を設置することが望

ましい。第３は～図書目録を一層完備し、

図書館相互の交換を行左い､かつ､そ、他の図薑

館事業を改善して図書方主び資料の利用を

更に容易にすることである。
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ａ芸術の交流

芸術は、人間体験の源泉に触れる。この

領域において、日米両国は、異る文化遺産

を有するが故に、伝統的、現代的、古典的

及び通俗的芸術のあらゆる面において相互

（〔寄与すＺｉところ犬である。通常の商業的

販路による芸術の交流は一流の代表的なも

ので.たく、あるいは誤解を招く傾向さえあ

・ろから最良のものを確保し、各分野の文化

的生活を鑓羅するためには、両国政府のみ

ならず、民間団体の継続的な発意と財政的

援助が必要である。

最高レベルの職業演芸家や学生レベルの

芸術交流は港大な経費を要するが、極めて

価値がある。能、文楽、伝統的日本民族舞

踊ならびにアメリカの演劇及び民族音楽の

如き従来あまり紹介されていない分野花注

意を払うべきである。

現代及び歴史的作品を含む総合的な美術

●
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展覧会を定期的に交流-すべきである。でき

るだけ霊多くの人向に見せるため、このエラ

左慶示は小都市にも巡回させるべきである。

芸術的及び教育的価値の高い1決画が劇場

及びテレビ網を通じて容易に上映されるよ

う措置をとるぺきである。

芸術の分野に醤ける学者の交流及び初等

中等学校の美術教師の交流に加え、創造力

に富む人友が留単十乃場合には相手国の

芸術家及び学生と接触しやすいような状態

に置くべきである｡伝就的、現代的な芸術、

工芸及びスポーツの専門的指導者の交流に

も考慮が払われなければならない。

地域研究

～米国における日本研究及び日本における

アメリカ研究は、各種専門分野がそれぞれ

結びつけられているので、学術的レペ形に

おいて両圏文明及び両国文化の底に流れる

鞘神を相互に理解する近路.である＠
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本会議は、かかる研究を一層促進するた

め、慎.重な選考を経て選ばれた専門家で、

自分の専門分野で十分の訓練をうけたばか

りでなく語学能力を身につけ、自分の研冤

に国の特性をもたせるものを交換する主ｆ

に奨励する必要があることに合意した。二

のよつな専門家がセミナーや共同研究計画

l/ｃ参加する主,奨励されれば有意義な責献

をなすことができるであろう。アメリカ研

究及び日本研究の発展を阻害している柔軟

性を欠いた大学制度は改.められるぺきてあ

る。経済学とか哲学とかいった伝統的学科

の専門家が同時に地域研究者として二重の

役割りを演ずることかできるということか

自覚されれば、少しでも前進したことと左，

ろ。交換は大学院学生の研修ばかりでなく、

アンダー・クラジュエイト及び一般教育課

程において講座拡充をはからんと･するすぐ

れた専門家の訓練と研究○ためにもなされ

●
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ねばiならない。日本研究及びアメリカ研究

がさらに発展をとげるためには、公私のい

ずれからも一層の資金援助を得ることが極

めて必要である。

立語学教育

本会議は、文化を知る鍵として、また各

種の交流にとって欠くべからざる手段とし

て、言語のもつ基本的重要性を強調した。

言語上の障壁は、文化・教育の円滑な交流

にとって最も大きな障害とたっていろ。ア

メリカ人に対する日本語教育ならびに日本

人に対する英語教育の改善のために従来払

われ'てきた相当の努力を一層強化するため

には共同計画が必要である。日本語の近代

的教育法を習得した日本人、また英語の近

く,代的教授法を習得したアメリカ人を一層活

用するとともに、近代的研究、科学ならび

に技術を新しい資料や技術的工夫ならびに

、教員の現職教育に最大限に応用するため主

－－－－白～
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要を調査を行ない、かつ、効果的な努力を

払うぺきである。

語学教育の問題は重大にして複雑であり、

かつ、国際協力を必要とするので、実際的

な方策について助言を与える専門家からな

る合同委員会の設置を急務としている。

6．団体間の関係

本会議の勧告を実施することは政府、

学界ならびに各種の民間団体の課題であり、

そのためにはそれぞれの団体は自ら最も適

すると考える仕事をすることである。

日米間の交流の改善を促進するために、

この種の公私団体の資力を強化し、有効に

活用すぺきてあり、両国の新しい協力関係

を樹立すぺきてある。交流の分野で、奨励

すべき効果的な団体間の協力には、大学、

学界、姉妹都市、教員養成大学、文化団-ｲﾈ

及び労働団体ならびに青少年クループ間の

Ｃ
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連繋がある。
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文化及び教育の交流には、官民両側から

更に多くの資金を必要とす'ろものであるか

ら両国政府は、民間団体に対し、文化及び

教育の交流計画に対する財政的援助を拡大

する主うに十分な指導とｌｌｊ１戦を与えること

が必要である。さらに、文化及び教育の交

流活動に関してこまかい点に萱で政府の統

制には服きないが、政府の援助を有効に使

う道を開く主うな新しい･形の団体の創設を

￣￣■--℃…

考慮することが望雀 しい。
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